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島津家（分家）、稲葉家の家紋とみられる刻印が認められる。

また、荒地山南斜面には割石が多数密集しており、採石場

の存在を推測することができる。なお、島津家家紋とみら

れる刻印は、市内三条町や西山町にも散見される。

●城山古墳群（大字城山・山芦屋町）

芦屋川の支流、高座川をはさんで三条古墳群の東方に展

開する古墳時代後期の群集墳。既に山芦屋古墳・旭塚古墳

・城山 3・4・10・15・17・18号墳などが発掘調査されて

おり、 6世紀後半から 7世紀後半にわたっての造墓活動が

うかがわれる。巨石墳・終末期古墳・多角形墳などを多様

に含み、住宅街の中になお未確認の横穴式石室墳を残すよ

うである。三条古墳群同様、武器・馬具の副葬が顕著で、

竃形土器をもつ古墳も 4例認められる。渡来系氏族との関

連が考えられ、県内でも特徴的な群集墳の一つに数えられ

よう。

●城山南麓遺跡（大字城山・山芦屋町）

城山遺跡の立地する山塊の山麓部一帯には、古くから弥

生土器・石鏃・石匙・石斧などの散布が知られており、山

頂の弥生遺跡とは別に弥生時代の遺跡が存在している。さ

らに、中世の遺構の存在も確認されつつある。遺跡は芦屋

川に高座川が合流する三角点以北、両川にはさまれた緩傾

斜面上に立地しており、北限は鷹尾山中腹にまでおよぶ。

盛期は弥生時代中期後半と考えられるが、南限付近の一部

を除いて、発掘調査は行われていない。遺構としては、集

落の端に存在する濠の存在が注目される。

●月若遺跡（月若町・西芦屋町・西山町）

六甲山地南麓、芦屋川右岸の標高約 25~ 32mの傾斜変
換部に位置し、東西 250m、南北 350mを測る、縄文時代

早期～近世の複合遺跡。弥生時代中期後半から古墳時代初

頭前後まで、大溝を伴う集落の拡大が認められる。また、 5

~6世紀には居住区の安定とあわせて、滑石製模造品を中

，
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旭塚古墳の石室
［城山古墳群］
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子持勾玉ほか石製模造品
［月若遺跡］
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心とする祭祀遺物の出土がみられる。竪穴住居は 7世紀に

は掘立柱建物に移行するようである。

中・近世になると、遺構面は芦屋川寄りに移動し、芦屋

川の自然堤防帯の形成をうかがい知ることができる。近世

の特徴的な遺構として、酒造関連と見られる鼈が 10基近

くみられる。

-＞、

B
＿

uJ -·o·-~,~ 
土器棺墓

［月若遺跡］

● 津知遺跡

隣接する神戸市東灘区深江北町遺跡と連接している古代

を中心とする遺跡。第2地点では 8世紀末,...,__,9世紀前半の

掘立柱建物 5棟をはじめ、和同開称・萬年通宝・緑釉・灰

釉陶器・軒瓦・墨書土器・円面硯・転用硯など豊富な遺物

が出土した。『延喜式』にみえる「芦屋駅」を想定する説

がみられる。第4地点では古墳時代後期の水田跡がみつか

っており、導水施設が明らかにされた。第 17地点では土

地境界を明瞭に示す道路状の遺構も見いだされている。

近年の調査では、海浜部の土地開発の歴史をたどれる農

耕資料が蓄積されつつある。

●寺田遺跡（三条南町・西芦屋町）

寺田遺跡は、東川の扇状地上に位置する縄文時代後期～

中世の複合遺跡である。遺跡南西部には弥生時代前期の遺

構が、その南側では平安時代前期の掘立柱建物群が検出さ

れる一方、遺跡北端では中世以降の遺構が中心になるなど、

各時代における遺構の分布域は一様でない。室町時代にな

ると、東川の谷地形は急速に埋まり、現在の地形に近くな

ったようである。その背景として、室町時代後半から盛ん

となる新田開発や江戸時代に構築された東川用水路の存在

が考えられる。出土遺物で特筆されるものとして、奈良時

代の墨書土器「大領」「少領」や「和同開弥」があり、古

代菟原郡の郡街の遺存を示唆している。

●堂ノ上銅鐸出土地（楠町）

市街地の東部、旧字堂ノ上から宝永年間 (1704~ 1710 

i . ... 

＼、一—ノ＼—~...,,.J ノ1

＝二二 ［，＼；ー•
0-裔 ・

てニフ予ニ一(~-/
/'-,、

こ 戸こ (:,,—i . ~ ~'.~,.•, 

律令期の建物と遺物 ［津知遺跡］

。
3 cm 

和同開弥 ［寺田遺跡J

•3OS 
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掘立柱建物の柱根
［寺田遺跡］



年）に銅鐸が出土している。出土地は JR東海道線の南側

一帯で、南限は国道 2号線が画する。標高約 17mの平地

で、現在は多くの建物が密集しており、正確な出土地点は

不詳である。西宮市津門銅鐸出土地と並んで、平野部に存

在する点は重要である。銅鐸は外縁付紐II式に属するもの

で、総高 45.3cmを計測する。鐸身には流水文が施されて

いる。現在、親王寺が所蔵。また、近年ではその南限付近

の谷地形で大きな縄文遺跡も確認されており、さらに周辺

に広がることも判明した。

●業平遺跡（松ノ内町・業平町）

遺跡は縄文時代～中世の複合遺跡で、 1986年に遺跡の

存否確認調査によって遺物包含層が確認された。遺跡の様

相は、弥生時代・中世の遺物包含層が確認された第4地点

や縄文時代～中世の濃厚な遺物包含層がみられる第 13地

点など、各調査地点において異なっている。第 13地点の

遺物包含層の状況が、流入堆積の様相を示していることか

ら、遺跡の中枢部がさらに北方に遺存する可能性が高い。

また、第 25・27・34地点などで弥生前期の遺構・遺物が

見いだされており、第 31地点の深部では縄文時代前期の

遺跡も確認され、石器製作跡が検出されている。

● 藤ヶ谷遺跡（東芦屋町）

1940年に発見された芦屋神社一帯を中心に遺物の散布

をみる弥生遺跡。弥生土器・打製石鏃．叩石・凹石・磨石

• 石錘などの採集品をみる。サヌカイト片も多い。近年で

は、須恵器片の出土が確認される地点もみられ、「天神山

古墳群」との関連が注意されよう。また、 8世紀の火葬墓

も営まれたようであり、焼土・炭化物と石材、薬壷形の須

恵器なども発掘されている。

● 前田遺跡（前田町）

芦屋川右岸側の扇状地上の遺跡の一つで、震災復輿調査

により新しく発見された。主として縄文時代晩期前半の土

-14 -
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弥生時代前期の墓
［業平遺跡］

昭和初年の遺跡地図
にみえる藤ヶ谷遺跡



器溜や古代を中心とする遺構・遺物がみつかっている。地

名から古代山陽道の「葦屋駅」の所在を推定する説もみら

れ、律令制下、山陽道の路線検証など性格の探求が課題と

なっている遺跡の一つでもある。

塚町・打出小槌町）

●翠ヶ丘古墳群（翠ヶ丘町・楠町・春日町・南宮町・親王

六甲山地前山の派生丘陵の一つである翠ヶ丘台地上に展

開した古墳時代前期から後期にわたる古墳群。前期では標

高 30m付近に阿保親王塚古墳、中期では標高 IOm付近に

金津山古墳・打出小槌古墳、後期では打出駒塚古墳などが

あり、実態不詳の四ツ塚をはじめとする多くの伝承墳があ

る。市域唯一の首長系譜のたどれる古墳群で、市街地にな

お未確認の大型古墳が存在している可能性を宿している。

4
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1耳環 2管玉 3切子玉 4勾玉
、［打出駒塚古墳の副葬品］

●八十塚古墳群（六麓荘町・岩園町・朝日ヶ丘町・西宮市苦楽園四番町・同五番町・同六番

町）

市街地北東部の山麓丘陵に分布し、現在 62基の古墳が

確認され、うち 38基の発掘調査が実施されている。東西

約 700m、南北約 900mの範囲に分布する 5支群から成る

市内最大の群集墳で、 6世紀後半~7世紀後半にかけて築

造されたと考えられる。墳形は円墳を主体とし、内部構造

はいずれも横穴式石室であるが、一部竪穴系のものを含む

など石室形態などにバリエーションがみられる。遺物は芦

屋川西岸の三条・城山古墳群と比べて少ないが、須恵器・

土師器・耳環・玉類・鉄釘・鉄族・紡錘車・陶棺などが出

土している。

●山芦屋遺跡（山芦屋町）

芦屋川と高座川の合流点の北方、標高 80m前後の緩傾

斜面に立地する。 1977年、山芦屋古墳の調査の際、弥生

時代の遺物包含層の遺存が確認され、 1980年の城山 4・IO

号墳の調査においては、縄文時代の遺物分布も同時に認め

られた。縄文時代の資料は、近畿地方でも稀少な早期のも

のをはじめ、前期・後期のものをみる。遺構は早期末に比

□三二; . -
陶棺

［八十塚古墳群］

副葬された須恵器
［八十塚古墳群］

中期末の縄文土器
［山芦屋遺跡］
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定し得る石囲炉が検出されている。早期の資料は、押型文

土器を中心に、上・下層に区分されて検出された。 この成

果は、押型文土器の時間的推移を考える上で、注目される

(S4地点）。土器の他には、石鏃・石錘・石錐なども確認

されている。また、弥生時代中期の焼失住居 l棟、配石遺

構 l基なども確認されている (S2地点）。 S8地点の周辺は

縄文土器の密度が最も濃く、縄文中期末～後期初頭の竪穴

住居跡なども検出されている。

● 六条遺跡（清水町）

芦屋市西端の市街地に存在する。中世の遺物をみる遺跡

として知られていたが、近年の震災復興調査では、墨書土

器を伴う古代の井戸や中世の建物跡が知られるようにな

り、旧東川の流路とそれに伴う護岸施設もみつかっている。

芦屋の荘園期に関わる遺物や古代の石帯（巡方） も出土し

ており、その性格など今後の調査で明らかになるであろう。

● 若宮遺跡（若宮町）

1996年に発見された、市内でも最も海浜よりの遺跡。

主として縄文時代晩期～弥生時代中期の遺構・遺物を出土

する初期農耕集落跡。流路や竪穴住居・土坑墓などがみつ

かっている。また、縄文時代晩期の突帯文土器、弥生土器、

磨製石包丁・磨製小型石斧・石鏃・石錐・叩石・凹石など

の石器類が出土している。弥生後期以降、古墳時代・古代

・中世の遺構・遺物をもみる複合遺跡。出土品の一部を若

宮地区集会所に展示公開している。

磨製石包丁

［若宮遺跡］

天平期の「寺」字刻印土器

［芦屋廃寺跡］
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縄文土器のいろいろ
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3. 文化財保護法57条の2提出注意事項

よく届出のある第57条の 2に関する書類で、その作成の要点を説明します。

〈提出部数〉

1. 添付書類、届出書とも 2部を提出してください。

2. 届出書の氏名の後に印（正）が 2部とも必要です。（コピーは不可です。）

〈添付書類〉

1. 建築概要

2. 位置図 (2,500分の 1、市建設部で販売）

3. 平面図（敷地・ lF平面）

4. 立面図 (G.L以下の細部）

5. 現状写真(2方向以上を 2枚以上、 A4の台紙に貼付、撮影方向明示。カラーコピーは可。）

6. 土地発掘承諾書（これは、第98条の 2に添付されるため、別紙として必要。

土地所有者の氏名の後に印（正）が必要。）

〈第6号様式ー 2記入上の注意〉

1. 地番で記入のこと（住居表示は不可）。

2. 面で記載。

4. 記入しないこと（文化財課で記入）。

5. 工事の概要は、「木造2階建個人住宅」「鉄骨造2階建専用住宅」

「鉄筋コンクリート造5階建共同住宅」等簡潔に記入。

6. 7. 未定の場合は「未定」と記入。

8. 9. 着手時期、終了時期は予定期日を記入。
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〈問合せの連絡先〉

〒659-0051芦屋市精道町7番 6号

芦屋市教育委員会

社会教育部文化財課

TEL (0797) 31-9066 

FAX (0797) 38-2089 



【第6号様式ー 2】

平成年月日

兵庫県教育長様

住所

氏名等

埋蔵文化財発掘［届出・通知］について

印

周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事のための発掘を実施したいので、文化財保護法（昭和
2 5年法律第21 4号）［第57 条の 2 第 1 項• 第57条の3第 1項］の規定により、関係書類を
添付し、下記のとおり［届出・通知］します。

芦屋市文書番号

教社文第 号・平成 年 月 日 芦教文第 号・平成 年 月 日

1 所在地

2 面 積 I 
3 土地所有者

氏名等：
-------------------------------------------------------------------------------------------------
住所：

4 遺跡の種類
散布地集落跡貝塚都城跡官街跡城館跡社寺跡古墳横穴墓
その他の墓生産遺跡その他の遺跡（ ） ------------------------------------------------------------------------------------,-----------,----------------------

遺跡の名称 ¥ ; 員数 i----------------------
______________________________________________________________  .., ___________  .1, ______________________  

遺跡の現状 宅地水田畑地山林道路荒蕪地原野その他（ ） -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
遺跡の時代 旧石器縄文弥生古墳奈良平安中世近世その他（ ） 

道路鉄道空港河川港湾ダム学校建設住宅個人住宅工場
5 工事の目的 店舗個人住宅兼店舗その他建物区画整理公園造成 ゴルフ場

観光開発水道・ガス農業基盤整理農業関係土砂採取その他開発

―---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

工事の概要

氏名：
6 工事主体者 -------------------------------------------------------------------------------------------------

住所：

氏名：
7 施行責任者

ー------------------------------------------------------------------------------------------------住所：

8 着手時期 19 終了時期 I
10 参考事項

l指導事項l発掘調査 工事立会 慎重工事 その他（

［注意事項］① 太線内は届出・通知者が記入。 ② 指導事項欄は兵庫県教育委員会で記入
③ 4・5襴は該当項目を0で囲み、該当項目のない場合は、（ ）に記入
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虞皇担~__ t!U~ 塵ー

建築主 住所または所在地（地番）

氏名または名称

代理者 所在地

事務所の名称

氏 名 匹

設計者 所在地

氏 名 匹

施工者 所在地

会社名

氏 名 匹

敷地の地番 芦屋市 町 番地

計画建築物 用 途 個人住宅専用住宅共同住宅

その他（ ） 

構造 木造鉄骨造鉄筋コンクリート造 ， 

その他（ ） 

階数及び棟数 地上 階 地下 階（ 棟）

工事種別 新築 増築 改築

面積 敷地 吋 建築部分 rrl 

甚礎の掘削深度 現地表下 cm （地盤改良 cm) 

基礎の堀方 布堀全面その他

当件に関する連絡先 住所 T 

名

氏 名
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【第 1'o号様式】

平成年月日

芦屋市教育長様

所

名

住

氏
印

発掘調査承諾書

下記所有地の発掘調査を承諾します。

なお、発掘調査による出土品について、その権利を放棄し、活用については貴殿に一任します。

記

1 発掘調査予定地の所在地

2 発掘調査地の予定面積

［注意事項］ ① 発掘調査承諾書には、出土品についての権利放棄を記すことが望ましい。

② 発掘調査の実施により影響を及ぼすおそれのある作物、地上物等がある場合

は相互の了解事頃を記した書面を残すことが望ましい。
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4. 文化財保護法（抜粋）

第 1条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に

資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。

第2条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠く

ことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを

認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもってこの法律の趣旨の徹底に

努めなければならない。

第4条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置

に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、こ

れを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用

に努めなければならない。

3 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当って関係者の所有権その他の財産権を尊

重しなければならない。

（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令）

第 57条 土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）について、その調査

のため土地を発掘しようとする者は、文部省令の定める事項を記載した書面をもって、発

掘に着手しようとする日の 30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、

文部省令の定める場合は、この限りでない。

2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る

発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中

止を命ずることができる。

（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示）

第 57条の 2 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝つか、古墳その他埋蔵文

化財を包蔵する土地として周知されている士地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）

を発掘しようとする場合には、条第 1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30

日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。

2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前

条第 1項の届出に係る発掘に関し必要な事項を指示することができる。

（国の機関等が行う発掘に関する特例）
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第 57条の 3 国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政

令の定めるもの（以下この条及び第 57条の 6において「国の機関等」と総称する。）が、

前条第 1項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合において

は、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機等は、当該発掘に係る事業計画の策定

に当たって、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。

2 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要がある

と認めるときは、当該国の機関等に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議

を求めるべき旨の通知をすることができる。

3 前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定及びその実施について、文化庁

長官に協議しなければならない。

4 文化庁長官は、前2項の場合を除き、第 1項の通知があった場合において、当該通知に

係る事業計画の実施に関し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。

5 前4項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長（国有財産法〔昭和 23年法律第

73号〕第 4条第 2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。）であるときは、これら

の規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部大臣を通じて行うものとする。

‘（埋蔵文化財包蔵地の周知）

第 57条の 4 国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その

他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。

, 2 国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認められる援

助をすることができる。

（遺跡の発見に関する届出、停止命令等）

第 57条の 5 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝つか、住居跡、古墳その

他遺跡と認められるものを発見したときは、第 57条第 1項の規定による調査に当たって

発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部省令の定める事項を

記載した書面をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状

を変更することを妨げない。

2 文化庁長官は、前項の届出があった場合において、当該届出に係る遺跡が重要なもので

あり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又

は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停

止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、 3箇月を超えることができない。

3 文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意
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見を聴かなければならない。

4 第2項の命令は、第 1項の届出があった日から起算して 1箇月以内にしなければならな

し‘
゜
5 第2項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があ

るときは、文化庁長官は、 1回に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、そ ．

の期間を延長することができる。ただし、当該命令の期間が、同項の期間と通算して 6箇

月を超えることとなってはならない。

6 第2項及び前項の期間を計算する場合においては、第 1項の届出があった日から起算し

て第2項の命令を発した日までの期間が含まれるものとする。

7 文化庁長官は、第 1項の届出がなされなかった場合においても、第 2項及び第5項に規

定する措置を執ることができる。

8 文化庁長官は、第2項の措置を執った場合を除き、第 1項の届出がなされた場合には、

当該遺跡の保護上必要な指示をすることができる。前項の規定により第2項の措置を執っ

た場合を除き、第 1項の届出がなされなかったときも、同様とする。

9 第2項の命令によって損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償

する。

10 前項の場合には、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。

（文化庁長官による発掘の施行）

第 58条 文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高くかつ、その調査が技術的に困

難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査の

ため土地の発掘を執行することができる。

2 前項の規定により発掘を執行しようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、当該土

地の所有者及び権原に基づく占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と

認める事項を記載した令書を交付しなければならない。

（地方公共団体による発掘の施行）

第 58条の 2 地方公共団体は、文化庁長官が前条第 1項の規定により発掘を施行するもの

を除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵する

と認められる土地の発掘を施行することができる。

2 前項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする

土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、教育委員会は、あら

かじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につき、関係各省各庁の

長その他の国の機関と協議しなければならない。

-23 -



3 地方公共団体は、第 1項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。

4 文化庁長官は、地方公共団体に対し、第 1項の発掘に関し必要な指導及び助言をするこ

とができる。

5 国は、地方公共団体に対し、第 1項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。

芦屋市文化財調査報告第40集
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